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公的機関、民間企業の障害者雇用は着実に進展  
（平成20年6月1日現在の障害者の雇用状況について）   

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という。）は、1人以上の身体障害  

者又は知的障害者を雇用することを義務づけている事業主等から、毎年6月1日現在に  

おける身体障害者、．知的障害者及び精神障害者（以下「障害者j という。）の雇用状況  

について報告を求めている。   

厚生労働省では、．今般、平成20年6月1日現在における同報告を集計し、その結果を  

とりまとめた。  

◎ ポイント   

【公的機関】  

○ 国の機関では、全ての機関で法定雇用率を達成  

0 都道府県の機関では、知事部局は全ての機関で法定雇用率を達成しているが、  

知事部局以外の機関は7＿1％の機関が法定雇用率を未達成  

0 市町村の機関では16＿1％の機関が法定雇用率を未達成   

（〕 また、都道府県教育委員会のうち法定雇用率を達成しているのは、47機関中  

4機関（法定雇用率達成機関割合は8＿5％）  

【民間企業（56人以上規模）】  

0 全体の実雇用率は1＿59％（対前年比で0．04ポイント上昇）  

つ 法定雇用率を達成している企業の割合は44．9（‰（対前年比で1．1ポイント上   

里）  

し〕ただし、企業規模別で見ると中小企業の実雇用率は引き続き低い水準  

特に100′へ、ノ299人規模の企業においては、実雇用率l．33？もと最も低い水準  

ニのような状況を踏まえ、厚生労働省としては、  

・ 公的機関は民間にヰ三先垂範t／て法定雇用率を達成する立場にあることから、未   

達成の機関に対し、労働′rJi妄′1享′ト〔，概聞のトソプに対して呼び出し′ミ引こし1二る指導   

キ徹底  

代問宜二業に一）い1てい、⊥さ山取組≠潮．に応↓た雇用率達成指導（10ペーージ参照）を   

厳il三に実施   



【結果の概要】  

1 国、地方公共団体における在職状況  

（り 国の機関  

国の機関（法定雇用率2．1％）に在職している障害者の数は6，548．0人であり、実   

雇用率は2．18％と前年に比べ0．01ポイント上昇している（国の機関は全て達成）。  

〔総括表2（1）、詳細表2◆（1）、4（1）〕   

（2）都道府県の機関  

都道府県の機関（法定雇用率2．1％）に在職している障害者の数は7，968．5人であ   

り、実雇用率は2．44％と前年に比べ0．02ポイント上昇している（知事部局は全て達   

成、知事部局以外は113機関中105機関が達成）。  

〔総括表2（2）、詳細表2（2）、4（2）・（3）〕   

（3）市町村の機関  

市町村の機関（法定雇用率2．1％）に在職している障害者の数は22，397．0人であ   

り、実雇用率は2．33％と前年に比べ0＿05ポイント上昇している（市町村の機関は   

2，512機関中2，107機関が達成）。  

〔総括表2（3）、詳細表2（3）〕   

（4）都道府県等の教育委員会  

2．0％の法定雇用率が適用される都道府県等の教育委員会に在職している障害者   

の数は10，459．0人であり、実雇用率は1．62％と前年に比べ0．07ポイント上昇してい   

る（都道府県教育委員会は47機関中4機関が達成、市町村教育委員会は94機関中74   

機関が達成）。  

〔総括表2（4）、詳細表2（4）、4（4）〕  

l   

2 独立行政法人等における雇用状況   

独立行政法人等（法定雇用率2．1％）に雇用されている障害者の数は4，999．5人であ  

り、実雇用率は2．05％と前年に比べ0．08ポイント上昇している（独立行政法人等は  

248法人中181法人が達成）。   

このうち国立大学法人等に雇用されている障害者の数は1，945．0人であり、実雇用  

率は1．89％と前年に比べ0．14ポイント上昇しているものの、独立行政法人等全体の実  

雇用率2．05％を大きく下回っている（国立大学法人等は90法人中58法人が達成）。   

〔総括表3、詳細表3、4（5）う  

星」雨櫨Tに  おける雇用状況  

○ 雇用されている障害者の数、実雇用率   

民間企業（56人以上規模の企業；法定雇用率1＿8％）に雇用されている障害者の   

数は325，603．0人で、前年より7．6％（約2万3千人）増加した。  



このうち、身体障害者は266，043人、知的障害者は53，563人、精神障害者は   
5，997．b人であった。   

実雇用率は1．59％（前年は1．55％） 

は43．8％）であった。  

〔総括表1、グラフ（1）、詳細表1（1）・（4）〕   

0 企業規模別の状況   

企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、すべての企業規模で前年よ   

り増加した。   

実雇用率は、民間企業全体の実雇用率（1．59％）と比較すると、   

＊1，000人以上規模企業（1．78％）、500～999人規模企業（1．’59％）については上回  

った。   

＊ ヲ00～499人規模企業（1－54％）、56～99人規模企業（1・42％）、100～299人規模企   

業（1．33％）については下回った。   
なお、法定雇用率達成企業の割合は、すべての規模の企業で前年より上昇した。  

〔グラフ（2）・（3）、詳細表1（2）〕   

0 産業別の状況  

産業別にみると、雇用されている障害者の数は、電気・ガス・熱供給・水道業以   

外のすべての業種で増加した。  

実雇用率は、民間企業全体の実雇用率（1．59％）と比較すると、   

＊ 農、林、漁業（1．87％）、製造業（1．75％）、電気・ガス・熱供給・水道業   

（1．88％）、運輸業（1．75％）、医療・福祉（1．94％）は上回った。   

＊ 上記以外の業種では下回った。  

〔グラフ（4）・（5）、詳細表1（3）〕   

○ 法定雇用率未達成企業の状況  

法定雇用率未達成企業のうち、不足数が0．5人又は1人である企業（1人不足企   

業）が、61．6％と過半数を占めている。  

また、障害者を1人も雇用していない企業（0人雇用企業）が、法定雇用率未達   

成企業の62．9％とな／）ている。  

〔詳細表1（5）〕   

○ 特例子会社の状況  

平成20年6月1日現在で特例子会社の認定を受けている企業は、242祉となって   

おり、ニれら（7）特例子会社に雇用されている障害者の数は、11，96（）．5人であった。  

二のうち、身体障害音は7，107人、知的障害者はj，612人、精神障害者は24l．5人   

であった。、  

し詳細表1（7）′l  
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平成20年6月1日現在における障害者の雇用状況（総括表）  

1民間企業における雇用状況（法定雇用率1．8％）  

①法定雇用障害者数の 算定の基礎となる労働者数  ②障害者の数  ③実雇用率    山 ㊨法定雇用率達成企業の数  （9達成割合   

20，499．012人  1．59％  44．9％  

民間企業  

（19，504，649人）   

2 国、地方公共団体における在取状況  

（1）国の機関（法定雇用率2．1％）  

①法定雇用障害者数の 算定の基礎となる職員数  ② 障害者の数   
③実雇用率  （彰 法定雇用率達成機関の数  ⑤達成割合   

299，851人  6，548．0人  2．18▼％  38／38  100．Ol  

計  

（ 301，926人）   （6，542．0人）   （2●17％）   （ 39／ 39）   （100．0％）   

272，626人  5，929．0人  2．17％  2／29  100．0ち  

行政機関  

（ 274，818人）   （5，925．0人）   （2．16％）   30／ 30）   （100．0％）   

3，256人  70．0人  2．15も  5／ 5  100．0％  

立法機関  

（ 3，302人）    （ 72．0人）   （2．18％）   （ 5／ 5）   （100．0％）   

23，969人  549．0人  2．29％  4／ 4  100．0％  

司法機関  

（ 23，806人）   （ 545．0人）   （2．29％）   （ 4／ 4）   （100．0％）   

（2）都道府県の機関（法定雇用率2．1％）  

①法定雇用障害者数の 算定の基礎となる職員数  ② 障害者の数   ③ 実雇用率  ④ 法定雇用率達成機関の数  （9 達成割合   

326．448人  了，968．5人  2．44％  152／160  95．0％  

計  

（ 334，373人）   （8，094．0人）   ぎ（2．∠12％）   ∃（151／163）   （92．6％）   
267，644人  6，555．5人  】100，0％  

排道府県  
知事部局  

（ 275，651人）   （6，710．0人）  ） ）    （100．0％）   

58，804人  105′／ 
t  

1，413．0人  
その他の  

邪道府県  
【  113     ⊆92・＝  

随関  
（ 5日，722人．）   （1，38▲1．0人）   
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（3）市町村の機関（法定雇用率2．1％）  

①法定雇用障害者数の 算定の基礎となる職員数   ② 障害者の数  （診 実雇用率  ④法定雇用率達成機関の数  ⑤達成割合   

962，319人  2．33㌔  83．9l  

市町村の機関  

（ 968，172人）   

（4）法定雇用率2．0％が適用される都道府県等の教育委員会（法定雇用率2．0％）  

①法定雇用障害者数の  
② 障害者の数  （卦 実雇用率  ④法定雇用率達成機関の数  ⑤達成割合   

算定の基礎となる職員数  

645．933人  1．62％  78／141  55．3l  

計  

（ 648，285人）   

553．373人  8．767．0人  1．58％  4／47  8．5l  

都道府県  
教育委員会  

2／47）   （4．3％）  

92．560人  1，692．0人  1．83％  了4／94  78．7l  市町村 教育委員会   （556，492人）  （91，793人）   （8，388．0人）   （1．51％）   （        （1，651．0人）   （1．80％）   （76／97）   （78．4≠）   
3 独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2．1％）  

（彰法定雇用障害者数の 算定の基礎となる労働者数   ② 障害者の数  （劃 実雇用率  ④ 法定雇用率達成法人の数  ⑤ 達成割合   

243，297人  4，999．5人  2．05％  181／248  73．Ol  

計  

（ ‘i54，409人）   （8，930．5人）   （1．97％）   （150／247）   （60．7％）   

120，365人  2．722＿5人  2，26％  
独立行政法人  

84／100  84．Ol  

等（国立大学  

法人等を除く）  

（ 338，157人）   l（6†899・0人）   （2．04％）   巨75／103）   （72．8％）   

103．1了3人  1．89％  64．4％  

国立大学法人等  

（ 99，591人）   

19．759人  
332．0人  39′／58  67．2％  

地方独立行政  
法人等  

（ 16，661人）   L（ 285」）．人）   

ナi 1 Ⅰ及び3の各条仰1瀾げ）「法定雇用障害者数の算定Cr）基礎となる労働音救」とは、常開労働者総数から除外ヰ柵  
汁数（身林間害者及び知的障害者が就業することが困難であると認め有れる職種が相当の割合を占める業種につい  
〔プFめ〔ノ才し7ニキヰl粋じr得た数）を除いた労働者数て1ある〔）  

1Lリ各針り′二享牒ノ）「法定雇用障害者敷♂）算定し「ノ基礎となる職員数」とu、職員総数から挨列職員数及び除外率相  

斗租H虻（川I除外職〔iが租員総数に占粟）る割合ろ－几に設定した除外室与・来して得た寮り ろ′除いた職員数てあるし〉  

：う  名二～√しノrJノニゴ欄しr′【時吉占し′′敢卜し′iしし 卑仏障害者、知的障筈苗尤び瀾神職害者い云t ∴hり、無〃iて‡問労働者り月甘虻  
l空身肘：毒害占I女り∵嵐埠知的障喜老ぃ1十（こ（．1法律」∴lノ、ろ′2ノ、に相当」1）い▼りlこん∴′′L力ーンントネ′iTい、昂  

ト‡哺阜諸こ（i・，く，吋l‡Fm’こノう’働裾∵  二；1江津l、1人左〔）㍉／、こ一拍1ト！モノfゝ（りrll〔）hカー）シ ー ▲し㌻いごL  

▲l ／トj1好一fjヰ：！けノ．，が】郎Iト十れぞ）機問十＝、都牒刊甥L′J敢百方声三∴Iいト 音ごJr－市町十巨一号婿i、告昌ごこ亡友）る。  

5  （ノトー引′し ヾ‡′成川牛6ノり1【」現在い敬値ここある  
ノL＝∴精神撞吾署＝平成＝巧㍉1Jjl甘から字涌汗針打に算定てJ＝∴二十十左／′オー   

（i F純÷ii路／ノこ㌧二号」．Ⅰ（．し障害舌〔′）雇耶し′）促ポ勘二F￥1（†ぞ）法律施行■f∫・別表第2url第lヒリイ，笥（i；∴卜∴†他力独＼▲Jわ政  
√J．I、雪り土工トけ沃」寿都2しり第丁‡】′1▲r｝窮H；∴t二てこし：′）Jノニ†、キ指ヰ．  
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民間企業における障害者の雇用状況（グラフ）  

1   

（1）実雇用率と雇用されている障害者の数の推移   

＜障害者の数（千人）＞  ＜実雇用率（％）＞  

m精神障害者   

Eヨ知的障害者  

⊂＝コ身体障害者  

－1一美雇用率   

9  10  11   12   13  14   15  16  17   18  19    20  

＜法定雇用率＞  

平成10年7月  

－＝－1．6％→ト  ・－  1．㈹－mⅦ一  

注1：雇用義務のある企業（56人以上規模の企業）についての集計である。   

2：「障害者の数j とは、次に掲げる者の合計数である。  

平成ユ7年度まで  

〔  

〔  

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）  
知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）  
重度身体障害者である短時間労働者  
重度知的障害者である短時間労働者   

身休障害者（重度身体障害者はダブルカウント）  
知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）  
重度身体障害者である短時間労働者  
重度知的障害者である短時間労働者  
精神障害者  
精神障害者である短時間労働者  
（精神障害者である短時間労働者は0．5人でカウント）  

平成18年度以降  

3：障害別に四捨五入左・している関保から、障害Blj内訳と合計値は必寸ごしし致し／ないr  



（％）（3）企業規模別達成企業割合  ：）企業規模軋実層軍事  各年6月1日現在   
各年8月1日現在  

‾…‾‾‾…‥‾▼▼ 

1  

、r56～99人）  

／／   全休  
ー」  

＼ぺ 
‥500～999人ノ／→－ ＝・、．、r  

′300～49g人：  

100→Z99人）  

▲ 十一‾」‾－】’■■】）】t‾【 
羊屯  T斗▼▼  



（4）産業別実雇用望  （5）産業別達成企業割合  

（％）  各年牒月1月現在  
各年6月1日現在  

I  

－「▲一 一 一 一 一J  

1，錮  

′  

‾‾「8す  

一・ノ  
_.C 1，－，＿【＿ ＿ ＿ ▼ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿   

＼ 
＼  定則■祉／／／  

＼ ／／■／  

＼ －、、－－∴二。ごノニニ1顛二牧・撃寧鱒二7提琴        ＼  
／  1．75  

t気・ガス・熱供縮・水道業  

′●一  

CO  

注（4）の⑪と間じ．   住l γラ∵作欄上、号働音数が10「F人lこ≠たぃ、1、練、瀧篭及び紅響け隕いている．   
ニ T砿1さ年上り竜篭分ぜが蛋一に七っていう．  



法定雇用率とは  

‾‾‾‾‾－‾‾－■■－－・一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－  

l  

1  

… 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法  

律」に基づき、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障  

害者を雇用しなけれげならないこととされている。  
l  

；雇用義務の対象となる障害者軋身体障害者又は知的障害者である（な  

お、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、満神障害者保健福祉手帳保  

持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。  

一般の民間企業  1．8％  

0 民間企業  （56人以上規模の企業）  

特殊法人  
l  

1  

1  

1  

1  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

I  

l  

：○ 国、地方公共団体  

2．1％  

労働者数48人以上規模の  

特殊法人及び独立行政法人  

・2．1％  

（48人以上規模の機関）  

0 都道府県等の教育委員会  2．0％  

（50人以上規模の機関）  

（カツコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって1人以上の障  

害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）  

※ 動妻身体障害首又は倭度知的障害者については、その1人の雇用をもって、：  

2人♂つ身休障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。：  

※ 短暗闘夕働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者；   

又は確度知的障害者である短時間労働者（1週間の所定労働哨間が2。時間以；  

l ＝（）時間未満哺働者）に／）いては、1人分として、精神障害者である短時   

問労働首「／穴、て卜しり∴二り、う）十仁こカウントされる 
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ  
l  

l  実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、：  
；「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。  
I  

暮  

（障害者雇用促進法第43粂第5項）  
I  

I  

l  

l  

l  

I  

I  

l  

※ 翌年1月を始期とする3年間の計画：  

を作成するよう、公共職業安定所長が：  

命令を発出   （同法第46条第1項）  

※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、   

適正な実施を勧告（計画の2年目）  

（同法第46条第6項）  
l  

l  

l  

l  

」  

※ 雇用状況の改善が特に遅れている企：  
l   

業に対し、公表を前提とした特別指導：  

を実施（計画期間終了後に9か月間）  

（同法第47条）  

※ 不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に   

対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。  

〔指導実績〕  

： ○ 平成19年度の実績  

＊「雇入れ計画作成命令」の発出  
l  

＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」  

＊「特別指導」の実施  

692社  
143社   

31社  

0 雇入れ計画を実施中の企業   2，099社（19年度末現在）   

0 企業名の公表  
平成3年度 ⊥′1杜、15年度1社、16年度1杜、17年度 2杜、  

18年度 2社、19年度：i杜（うち一社は再公表）  
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1民間企業における雇用状況（法定雇用率1．8％）  

⑤  ⑥  
企宰敷  数の算←の基礎A・   B．重度身体  C，重度以外の  D．精神障害       ノミ  実雇用率   法定雇用率   法定雇用  

となる労働者数          C＋   E十②×  達成企業の数  率達成企     び重度知的 障害者  重度知的障 害者である短  び精神席害者   
時間労働者   

企挙   人   人   人  人  人   人   人   ％   企業   ％  

150190               73042  8¢．840．ち   1，58   32．803   44．9   
民間企葉㌧  

J（ 71．224）   （19，504．649）  （79．購9）‡（ 4．637）   （138．651）  （ 980．0）  （302．716．0）  （29，755．0）  （1．55）  （ 31．230）  （ 43．8）   

② 障害種別雇用状況  

（む  ②身体障害者の数  ③知的障害者の数  ⑥精神障害者の数  

憺富者の敦                    b．重度  a，五度知的   b．重度   c．重度以外  c．精神雑書者  d，精神障害  

f．つち新規雇  
着である短時  

区分  
者   

身体障害者   である短時間   者   間労働着   
用分  労働者   労働者  用分  分   

人   人   人   人   人   人  人  人   人   人   人   人   人   人   人  

民間企琴  10．之50                   3Z5，603，0    4．065  113，43Z    27．348  丁．453  乙039．ち  

コロ2，716．∩）  し   70．180）  （  3．339）  （ 107．466）  （ 251．165）  （ 22，212）  （  9，289）  （ 1．29さ）  （ 27．942）  （ 47．81さ）  （  6．2ほ〉  （  3．24さ）  （  988．0）  （ 3，733，0）  （1，325．0）   

〔1（1）②表の注〕   

注1①棚の「障害者の数」とは②③⑥の8珊の計である。  

2②③a欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとし  
ており、e棚の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。  

3④d欄の榔申障害看である短時間労働者については法律上、1人を0，5人  
に相当するものとしており、○柵を算出するに当たり0，5カウントとしている。  

4②③のa，C棚及び④のc欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働  
者であり、②③のb欄及び⑥のd欄は1週間の所定労働時間が20時間以  
上30時間未満の労働者である。  

5②③④f欄の「うち新規雇用分」は、平成19年6月2日から平成20年6月1  
日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者歎である。  

6（）内は平成19年6月，1日現在の数値である。  
なお、精神確害者は平成18年4月1日から実雇用寂に井定されることと  
なった。   

こ1（1）①表の注〕  

注1す欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当  
故（身体侵害者及び知的憶害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占め  
る業碩にづし、て定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。  

2〔亘）Å欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものと  
しており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D棚の「精神障害者である埴時間労働  
者」については法律上、1人を0．5人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たり0．5カウ  

ン・、としでノ、る。  

3 Å、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、8、D欄は1週間の所定労働時間  
が2ロ時間以上30時間未満の労働者である。  

4 F珊（「）「うち新規置′甲分」は、平勘9年6月2日から平成20年6月1日までの1年間に新矧こ雇い入  
れられた障害者数である。  

5 r 一打ま平成ユ9年6月＝∃現在の数値である。  
なさ∴精神潅害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。  



（呈L企具現模凱旦雇恩脱退  
嘱ィ兄  

⑥  ⑥  
芸筆洗  

⑤  
真雇用申    法定t用串   法定雇用  

しと′∴♪   ±∵う方勧音数  経書者  
鼓ノ「〕声定ノつ基濁 音及び蕊曜知的   ・室喜室・・・ご…岳二云■て室重奏；こ二・薫・  着である短時  告；吉・；B＋C＋】焉去ち新規  u   

数   業の制令  

％  業  
325・603・0人音36・840  

壬：1しと：ゾ）蓼と同し  

；指摘凋抒庵特車宜  

．：と1。1ご禿ご「司こ   



苗  ②  ロ）l書写着の敦  ⑤  
・；三・t   法電1用率遭   法定1用申  

企￥数   法定曜用障害者数                       A．慮囁身体欄  B．i度身体陸C．遥便以外   D．半I紳障害  E．計     ♂）算定の基礎とな  害者及び壬度  害者及び重度  の身体随喜  着である鰭時  AX2＋出＋C＋じ  F．うち新規1用    d＋②×100  成企業の数  速成企鵜の  
三分  る労働者致  知的住専者  知的障害者で  分  劃合  

ある埼時間芳  
勅書   害者   

企業  人  人  人  人  人  人  人  ％  企業  ％  

73．04Z     20．499．012    錮．5Zコ    6．61†    150．190    1．5†2，○     325．603．0    36．8明．8  1，89    8乙80コ    」川，9  

庄 l（けこ0の委と同じ  
＃雪嘗IIriそ（∩他曾疇本領の智幸を含む，  

l  一 ■TL 




